
※
市
県
民
税
が
一
定
額
以
下
の
世
帯
・
生

活
保
護
等
世
帯
は
、
一
部
負
担
金
の

減
免・免
除
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
必
ず
発
注
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限

12
月
２
日
㈪
（
必
着
）

●
申
し
込
み
先

循
環
型
社
会
推
進
課
生
活
環
境
・

最
終
処
分
場
担
当

☎（
5
8
0
）1
8
8
7

●
問
い
合
わ
せ
先

空
港
周
辺
整
備
機
構

☎（
４
７
２
）４
５
９
４

　
福
岡
空
港
周
辺
の
航
空
機
騒
音
指
定
区

域
内
に
あ
る
昭
和
57
年
３
月
30
日
以
前
に

建
て
ら
れ
た
住
宅
で
国
補
助
に
よ
る
防
音

工
事
に
よ
り
設
置
し
た
空
調
機
器
の
取
り

換
え
工
事
に
一
定
額
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
　
設
置
か
ら
10
年
以
上
経
過
し
、

故
障
し
て
い
る
も
の

●
申
込
方
法
　
申
込
書
（
申
込
先
で
配

布
）、
間
取
図
（
申
込
書
に
手
書
き

か
写
し
を
貼
付
）
を
提
出

※
申
し
込
み
か
ら
取
り
付
け
ま
で
に
、
１

カ
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
で
社
会
保
険
料
控
除
を
す
る

際
に
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
納
付
金
額

を
確
認
し
た
い
場
合
は
、
無
料
で
納
付
額

通
知
書
の
発
行
が
可
能
で
す
。

　
納
税
課
納
税
管
理
担
当
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
の
際
に
利
用
す
る
納
付
額
通

知
書
は
、
１
月
下
旬
に
納
付
義
務
者
に
郵

送
し
ま
す
。

個
人
住
民
税
（
市
県
民
税
）
の
特
別
徴

収
と
は
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、

給
与
支
払
者
で
あ
る
事
業
主
が
、
従
業
員
に

支
払
う
毎
月
の
給
与
か
ら
市
県
民
税
を
差
し

引
き
、
納
税
義
務
者
で
あ
る
従
業
員
に
代

わ
っ
て
市
町
村
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

　
原
則
、全
て
の
従
業
員
が
対
象
で
す
が
、

一
定
の
基
準
に
該
当
し
、
か
つ
、
特
別
徴

収
が
困
難
な
場
合
は
、
給
与
支
払
報
告
書

を
提
出
す
る
際
に
「
普
通
徴
収
申
請
書
」

に
よ
る
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
、
特
別
徴

収
を
行
わ
な
い
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
個

人
住
民
税
　
特
別
徴
収
推
進
の
ひ
ろ
ば
」

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
◇
制
度
・
内
容
に
つ
い
て

　
　
福
岡
県
税
務
課
個
人
住
民
税
徴
収
機

　
　
動
班
　
　   

☎（
６
４
３
）３
０
４
９

　
◇
手
続
き
に
つ
い
て

　
　
市
税
課
市
民
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
８

●
対
象
科
目

　
◇
国
民
健
康
保
険
税

　
◇
介
護
保
険
料

　
◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

●
問
い
合
わ
せ
先

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
３
２

個
人
住
民
税
（
市
県
民
税
）
の
特
別
徴
収
を

徹
底
し
て
い
ま
す

　
婚
姻
な
ど
で
姓
（
氏
）
が
変
わ
っ
た
と

き
に
、
そ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
姓
を
住
民

票
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
に
併
記

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
人
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
地
域
行
政
セ
ン
タ
ー
で
は
申
請
は
で
き

ま
せ
ん
。

●
必
要
な
も
の
　
◇
本
人
確
認
書
類
◇

旧
姓
が
確
認
で
き
る
戸
籍
謄
本
な

ど
◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

●
旧
姓
が
併
記
さ
れ
る
書
類
　
◇
住
民

票
の
写
し
◇
住
民
票
記
載
事
項
証

明
書
◇
印
鑑
登
録
証
明
書
◇
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
受
付
・
サ
ー
ビ

ス
担
当
　  

☎（
５
８
０
）１
８
４
２

住
民
票
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

旧
姓
（
旧
氏
）
が
併
記
で
き
ま
す

空
港
周
辺
住
宅
の
空
調
機
器
の
取
り
換
え
費
用
を

助
成
し
ま
す

年
末
調
整
用
納
付
額
通
知
書
の
案
内

●
募
集
職
種
と
採
用
予
定
人
数

①
一
般
事
務
　
15
人
程
度

②
事
務
補
助  

20
人
程
度

③
一
般
事
務
（
障
が
い
者
対
象
）
２
人
程
度

④
事
務
補
助
（
障
が
い
者
対
象
）
２
人
程
度

⑤
専
門
職
（
保
健
師
）
１
人
程
度

⑥
専
門
職
（
保
育
士
）
２
人
程
度

⑦
専
門
職
（
管
理
栄
養
士
）
１
人
程
度

※
全
て
の
職
種
で
併
願
可
能
で
す
。

※
令
和
７
年
４
月
１
日
付
け
の
採
用
予
定

人
数
で
す
。

※
採
用
予
定
人
数
の
他
に
、
令
和
７
年
４

月
１
日
以
外
に
採
用
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

※
年
齢
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
任
用
期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
〜

令
和
８
年
３
月
31
日

※
任
用
期
間
内
で
短
期
間
の
任
用
も
あ
り

ま
す
。

●
勤
務
時
間
　
週
38
時
間
45
分
以
内

※
配
属
先
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

●
給
料
・
報
酬
（
地
域
手
当
込
）

①
③
時
給
　
１
１
７
７
円
〜
１
２
６

３
円
・
月
給
　
18
万
７
０
０
円
〜
19

万
４
０
０
０
円
（
一
般
事
務
）

②
④
時
給
　
１
０
５
６
円
・
月
給
16

万
２
１
０
０
円
（
事
務
補
助
）

⑤
時
給
　
１
４
６
９
円
〜
１
５
４
３

円
・
月
給
　
22
万
５
６
０
０
円
〜
23

万
６
９
０
０
円
（
保
健
師
）

⑥
時
給
　
１
１
９
３
円
〜
１
２
８
９

円
・
月
給
　
18
万
３
２
０
０
円
〜
19

万
７
９
０
０
円
（
保
育
士
）

⑦
時
給
　
１
２
６
３
円
〜
１
３
４
６

円
・
月
給
　
19
万
４
０
０
０
円
〜
20

万
６
６
０
０
円
（
管
理
栄
養
士
）

●
手
当

◇
期
末
・
勤
勉
手
当
◇
退
職
手

当
◇
時
間
外
勤
務
手
当
◇
通
勤
手
当

※
詳
し
く
は
、
募
集
要
項
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

●
採
用
試
験
日（
予
定
）　
12
月
14
日
㈯
・

15
日
㈰
の
う
ち
い
ず
れ
か
指
定
す

る
１
日

※
災
害
な
ど
で
実
施
困
難
な
場
合
は
、
21

日
㈯
・
22
日
㈰
に
変
更
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

●
申
込
方
法
　
◇
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
◇
郵

送
◇
直
接
提
出

※
で
き
る
だ
け
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
募
集
要
項
を
必
ず

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限

11
月
29
日
㈮
（
必
着
）

●
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先

人
事
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
人
材
育
成

担
当
　
　   

☎（
５
８
０
）１
８
１
８

（
５
７
３
）７
７
９
１

令
和
７
年
度

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

●対象者　高血圧、脂質異常症、糖尿病などの
生活習慣病が気になっている人とその家族

●日時 12月20日㈮　午前10時～正午
●会場　すこやか交流プラザ
●内容　◇普段からできる運動方法についての
講話◇運動体験

●定員 20人(申込多数の場合は、新規または特
定保健指導が必要と判断された人を優先の
うえ抽選)

●申込方法　◇電話◇すこやか交流プラザ窓口

　お腹まわりの脂肪は内臓脂肪といわれ、生活習慣病の原因になります。生活習慣病
予防には、日頃からの食事の摂り方や継続した運動がポイントです。
　この教室では、普段どのような運動をしたらよいかを、健康運動指導士の講話と簡
単な運動で学びます。保健師や管理栄養士による個別相談もできます。

◇はがき（「脂肪燃焼教室申込み」・住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号を記入）

●申込期限 12月５日㈭（必着）

●申し込みと問い合わせ先
健康課健康長寿担当〔〒816‐0932　瓦田４
-２-１　すこやか交流プラザ内〕

☎（501)2222

これから運動をはじめたい人に

脂肪燃焼教室　お腹まわりスッキリ運動

2024年11月15日号 142024年11月15日号15 大野城市役所  〒816-8510 大野城市曙町2-2-1  コールセンター・（代）☎（501）2211  （501）2394 ☎　   市外局番の記載のない場合は全て（092）です。


